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地点9 下保谷4-9付近
横断歩道及び停止線が消えかかっている。
➣ 横断歩道・停止線・「止まれ」の再溶着を田無
警察署に依頼する。

地点10 都市計画道路3・3・14号線上
横断歩道及び信号が500m程度ない区間のため、安全
に横断できない。
➣ 横断歩道及び信号の設置を引き続き田無警察署
に依頼する。

地点5 北町4-7付近
見通しが悪く、車両と接触する危険性がある。
➣ 足跡マークの設置を検討する。
➣ 指導線及び「止まれ」の再溶着を田無警察
署に依頼する。

地点6 栄町3-1付近
道幅が狭く、車両と接触する危険性がある。
➣「止まれ」の再溶着及びダイヤマークの設
置を田無警察署に依頼する。

➣「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点7 下保谷5-4付近
道路に凹みがあり、児童が躓く危険性がある。
➣ 凹みを補修した。

地点8 下保谷5-10付近
交通量が多く、道が狭いため、車両と接触す
る危険性がある。
➣ 十字マーク周りを赤色に塗装した。
➣ 車両に注意を促す看板を設置した。
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地点1 下保谷5-4付近
速度の速い自転車が多く、接触する危険性がある。
➣ ボラードの設置を都に依頼する。

地点2 下保谷5-5付近
歩道が狭く、自転車と接触する危険性がある。
➣ 自転車に対する注意喚起の看板の設置を都に依
頼する。

地点3 北町6-1付近
見通しが悪く、車両と接触する危険性がある。
➣ 足跡マークを設置した。

地点4 下保谷2-4付近
道路に凹みがあり、また、側溝の蓋が浮いていて
児童が躓く危険性がある。
➣ 凹みの補修を都に依頼する。
➣ 側溝の蓋の補修を検討する。
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【その他の危険箇所】

・車両からの見通しが悪く、横断歩道を横断する際に接触する危険性が
ある。
➣ 植栽が伸びている場合は、当該所有者に剪定を適宜依頼する。


